
 私たちのむら日吉津村は、中国山地を源とする一級河川日野川の下流右岸に位置し、

北は日本海に面し、東に秀峰大山を仰ぎ見る箕蚊屋平野の一角にあります。古来、河

川の氾濫など幾多の苦難を乗り越え農地を拓き、日本海からの風雪を防ぐために黒松

を育てるなど、常に進取の気象を発揮し村づくりに励んできました。 

 明治２２年の村制施行以来、今日まで、単独で村制を維持し、農業の振興や企業誘

致などにより、比較的財政の豊かな村として発展してきました。また、現在交通の要

衝となり、交流人口も多く、賑わいのある村として独自の位置を占めています。 

 私たちは、先人が守り、創り育てた自然や歴史、文化に感謝し、未来を担う子ども

たちが誇りと夢をもって、心豊かに育つふるさとを築き、次代に引き継いでいかなけ

ればなりません。 

 そのためには、「村民が村づくりの主役である」ことを深く認識するとともに、「地

域のことは地域で考え、地域で決める」という住民自治の本旨に基づき、村民、議会、

村そして地域・団体等がそれぞれの役割や責務を認識し、参画と協働による村づくり

を進めていきます。 

 私たちは、日吉津村における自治の基本原則や村づくりのルールを分かりやすく定

めて、村民みんなの共通認識とするとともに、村民憲章を重んじ誰もが安心して暮ら

せる日吉津村の実現を目指し、村の最高規範として、ここに自治基本条例を定めます。

～日吉津村自治基本条例 前文より～

村の花 

「チューリップ」 

平成元年 9 月制定 

村の木 

「黒松」 

平成元年 9 月制定 
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～村民が主役の村づくり～ 

日吉津村自治基本条例【手引】 

（問合せ先） 

〒689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津 872-15 

日吉津村  地域振興課  企画調整係担当 

TEL 0859(27)5954  FAX 0859(27)-0903 

E-mail chi-shin@hiezu.jp  HP http://www.hiezu.jp/ 

日 吉 津 村 民 憲 章 

（平成元年２月制定） 

１．人を愛する 豊かな心を育てよう 

１．自然を守り 住みよい郷土をつくろう 

１．仕事を愛し 情熱とほこりをもって働こう 

１．健康で 笑顔のある 明るい家庭をつくろう 

１．進んで学び 明日の文化を築こう 

昭和 51 年４月１日制定 

ヒエヅの頭文字は「ヒ」を意匠

化。丸い円は、親和・団結・協力

を表わし、力強い線は、飛躍発

展を象徴しています。 




